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夫
婦
創
姓
制
度
と
い
う
選
択
肢

吉　
　

田　
　

成　
　

利

一　

は
じ
め
に

二　

福
澤
諭
吉
の
夫
婦
創
姓
論

三　

福
澤
諭
吉
以
降
の
夫
婦
創
姓
制
度
の
提
起

四　

夫
婦
創
姓
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

五　

選
択
的
夫
婦
別
姓
導
入
の
議
論
に
夫
婦
創
姓
が
加
わ
る
こ
と
の
意
義

六　

お
わ
り
に一　

は
じ
め
に

　

選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
が
国
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
久
し
い
が
、
政
権
与
党
第
一
党
で
あ
る
自
由
民
主
党
の
中
で
も
賛

否
両
論
が
衝
突
し
合
い
、
党
と
し
て
の
明
確
な
統
一
見
解
を
出
す
に
至
っ
て
い
な
い
。
我
が
国
で
は
民
法
七
五
〇
条
が
夫
婦
同
姓
を

規
定（

（
（

し
て
お
り
、
二
〇
二
一
年
六
月
の
最
高
裁
判
決
は
夫
婦
同
姓
制
度
（
民
法
お
よ
び
戸
籍
法
の
規
定
）
を
合
憲
と
し
た（

（
（

。
明
治
民
法
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以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
夫
婦
同
姓
の
み
の
選
択
肢
を
法
律
に
規
定
し
て
い
る
の
は
世
界
中
で
日
本
だ
け
で
あ
る
。
筆
者
は
夫
婦
同

姓
制
度
を
支
持
す
る
が
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
あ
る
よ
う
に
、
二
〇
二
四
年
に
婚
姻
し
て
姓
を
変
え
る
人
の
九
四
・
一
パ
ー
セ
ン

ト
が
妻
（
女
性
）
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
、
日
本
国
憲
法
二
四
条
に
規
定
さ
れ
た
男
女
平
等
の
理
念
に
反
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る（

（
（

。

　

一
九
九
一
年
の
法
制
審
議
会
民
法
部
会
（
身
分
法
小
委
員
会
）
に
お
い
て
夫
婦
別
姓
に
つ
い
て
の
審
議
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、
一

部
の
メ
デ
ィ
ア
や
与
野
党
の
政
治
家
、
学
者
、
そ
し
て
二
〇
二
四
年
に
は
経
団
連
が
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
早
期
導
入
を
声
高
に

主
張
し
な
が
ら
も
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
の
た
め
の
民
法
改
正
案
が
国
会
の
本
会
議
の
場
で
採
決
さ
れ
る
ま
で
に
は
ま
だ
時

間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
従
来
の
よ
う
な
夫
婦
同
姓
制
度
の
枠
組
を
守
り
つ
つ
、
夫
婦
別
姓
と
は
別
に
、
現

代
的
な
個
人
主
義
の
考
え
方
を
も
網
羅
す
る
よ
う
な
第
三
の
選
択
肢
と
し
て
、
夫
婦
創
姓
制
度
が
存
在
し
う
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

な
い
か
？
夫
婦
創
姓
と
は
簡
単
に
言
え
ば
、
婚
姻
を
機
に
夫
婦
で
新
た
な
家
族
を
形
成
す
る
た
め
に
新
た
な
姓
を
創
造
し
、
夫
婦
と

そ
の
子
ど
も
が
共
に
そ
の
新
姓
を
名
乗
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夫
婦
は
婚
姻
時
に
ど
ち
ら
か
の
姓
を
選
び
ど
ち
ら
か
の
姓
を
旧
姓

と
す
る
の
で
は
な
く
、
夫
婦
共
に
今
ま
で
名
乗
っ
て
き
た
姓
を
旧
姓
と
し
、
新
た
な
姓
を
創
造
し
て
家
族
の
姓
と
し
て
名
乗
る
の
だ
。

　

明
治
期
に
、
夫
婦
創
姓
制
度
を
提
案
し
た
著
名
人
に
福
澤
諭
吉
が
い
る
。
福
澤
は
『
日
本
婦
人
論
』
の
中
で
夫
婦
創
姓
の
導
入
を

提
案
し
、
そ
の
後
も
夫
婦
の
姓
に
対
す
る
議
論
の
際
に
福
澤
の
夫
婦
創
姓
論
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
近
年
の
選
択

的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
の
議
論
に
お
い
て
夫
婦
創
姓
と
い
う
選
択
肢
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
い
な
る
疑
問
で
あ
る
。
婚
姻
時

に
夫
婦
が
名
乗
る
姓
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
従
来
型
の
よ
う
な
片
方
が
姓
を
保
ち
片
方
が
姓
を
捨
て
る
よ
う
な
夫
婦
同
姓
か
、
そ
れ

と
も
家
族
内
で
姓
が
異
な
る
夫
婦
別
姓
か
と
い
う
二
者
択
一
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
？　

本
論
文
は
福
澤
諭
吉
以
来
の
夫
婦
創
姓
の
考

え
方
を
分
析
し
、
夫
婦
創
姓
と
い
う
選
択
肢
が
婚
姻
や
家
族
の
在
り
方
な
ど
今
後
の
我
が
国
の
社
会
に
与
え
う
る
影
響
や
意
義
を
考

察
し
つ
つ
、
現
代
日
本
に
お
け
る
夫
婦
の
姓
に
つ
い
て
の
議
論
に
一
石
を
投
じ
た
い
と
思
う
。

　

論
を
始
め
る
前
に
、
そ
も
そ
も
、
夫
婦
「
同
姓
」、「
別
姓
」
や
「
創
姓
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
考
え
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が
あ
る
。
例
え
ば
加
地
伸
行
は
、
姓
と
氏
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
混
同
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る（

（
（

。
民
法
七
五
〇
条
は

「
姓
」
で
は
な
く
「
氏
」
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
加
地
は
明
治
維
新
後
の
日
本
が
欧
米
社
会
同
様
「
夫
婦
同
氏
」
制
度
を
選

ん
で
き
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
加
地
い
わ
く
、「
姓
」
は
血
縁
系
統
を
表
す
の
に
対
し
「
氏
」
は
後
か
ら
付
け
加
わ
る
諸
理
由
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、「
姓
」
は
歴
史
的
な
流
れ
を
示
す
ゆ
え
「
簡
単
に
は
変
え
ら
れ
な
い（

（
（

」
が
、「
氏
」
は
必
要
が
あ
れ
ば
変
え
よ
う
と

思
え
ば
変
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
「
必
要
」
の
典
型
例
が
婚
姻
で
あ
る
。
加
地
の
考
え
方（

（
（

に
し
た
が
え
ば
、
後
述
す
る
福
澤

諭
吉
の
「
夫
婦
創
姓
論
」
は
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
「
姓
」
か
ら
一
文
字
ず
つ
を
取
っ
て
新
し
い
「
氏
」
を
作
り
婚
姻
後
は
そ
の
氏
を

名
乗
る
と
い
う
発
想
で
あ
り
、
夫
婦
「
創
姓
」
論
で
は
な
く
夫
婦
「
創
氏
」
論
と
な
ろ
う
が
、
現
代
で
は
姓
、
氏
、
苗
字
な
ど
は
同

じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
夫
婦
の
姓
の
議
論
に
選
択
肢
を
加
え
る
も
の
と
し
て
の
夫
婦
創
姓
制
度
を
提
起
す
る
目
的
か

ら
、
加
地
の
指
摘
し
た
事
実
を
十
分
承
知
し
つ
つ
も
、
本
論
に
お
い
て
は
あ
え
て
夫
婦
「
創
氏
」
で
は
な
く
夫
婦
「
創
姓
」
と
表
現

す
る
。

二　

福
澤
諭
吉
の
夫
婦
創
姓
論

　

江
戸
時
代
ま
で
武
士
の
特
権
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
姓
の
公
称
は
、
一
八
七
〇
年
九
月
一
九
日
に
「
自
今
平
民
苗
氏
被
差
許
候
事
」

と
い
う
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
て
以
来
、
平
民
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
政
府
は
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
を
、
家
を
示

す
姓
と
個
人
を
特
定
す
る
名
と
で
管
理
し
た
。
一
度
決
定
さ
れ
戸
籍
に
届
け
出
さ
れ
た
姓
は
変
更
で
き
ず（

（
（

、
一
八
九
八
年
に
制
定
さ

れ
た
民
法
に
よ
り
夫
婦
同
姓
制
度
が
規
定
さ
れ
た
。

　

明
治
民
法
制
定
に
先
立
つ
こ
と
十
数
年
前
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
年
）
七
月
に
福
澤
諭
吉
は
『
日
本
婦
人
論
』
を
刊
行
し
た
。

こ
れ
は
、
同
年
六
月
四
日
～
一
二
日
ま
で
の
八
回
に
わ
た
り
『
時
事
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
福
澤
の
女
性
論
を
ま
と
め
た
論
説
で
あ
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る
。
同
著
に
お
け
る
「
人
生
家
族
の
本
は
夫
婦
に
在
り
、
夫
婦
あ
り
て
然
る
後
に
親
子
あ
り
」
と
い
う
福
澤
の
言
葉（

（
（

に
あ
る
よ
う
に
、

福
澤
に
と
っ
て
家
族
と
い
う
単
位
の
基
本
は
、
親
子
と
い
う
「
縦
の
関
係
」
で
は
な
く
夫
婦
と
い
う
「
横
の
関
係
」
に
あ
る
。
家
と

家
の
結
合
ま
た
は
片
方
の
家
（
た
い
て
い
は
夫
の
実
家
）
に
よ
る
吸
収
合
併
で
は
な
く
、
一
夫
一
婦
、
す
な
わ
ち
、
一
人
の
男
と
一

人
の
女
と
い
う
個
人
同
士
の
対
等
な
結
び
つ
き
か
ら
夫
婦
に
よ
る
新
し
い
家
族
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
子
ど
も
が
加
わ
る（

（
（

。
子
ど
も

が
婚
姻
し
た
後
に
は
ま
た
別
の
「
家
族
」
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
福
澤
に
と
っ
て
、「
家
族
」
と
は
親
と
子
ど
も
が
（
子
ど
も
の

婚
姻
を
契
機
に
）
別
々
に
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
帯
も
別
で
あ
る
と
考
え
て
い
た（

（1
（

。
そ
れ
ぞ
れ
が
経
済
的
に
自
立
し
な
が
ら
も
、

親
子
兄
弟
の
血
縁
関
係
は
決
し
て
主
従
の
関
係
と
な
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
互
い
に
協
力
し
合
う
も
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
の
個
人
主
義
で

あ
り
な
が
ら
家
族
主
義
で
あ
る
独
特
の
考
え
方
を
体
現
し
、
福
澤
は
『
日
本
婦
人
論
』
の
第
七
章
で
、
以
下
の
よ
う
な
夫
婦
創
姓
論

を
展
開
し
て
い
る
。

　

夫
婦
親
子
合
し
て
一
家
族
を
成
す
と
雖
ど
も
、
そ
の
子
が
長
じ
て
婚
す
れ
ば
又
新
に
一
家
族
を
創
立
す
べ
し
。
而
し
て
そ
の
新
家
族
は
父

母
の
家
族
に
異
り
。
如
何
と
な
れ
ば
新
夫
婦
の
一
は
此
の
父
母
の
子
に
し
て
一
は
彼
の
父
母
の
子
な
れ
ば
な
り
。
即
ち
二
家
族
の
所
出
一
に

合
し
て
一
新
家
族
を
作
り
た
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。
こ
の
点
よ
り
考
う
れ
ば
人
の
血
統
を
尋
ね
て
誰
の
子
孫
と
称
す
る
に
、
男
祖
を
挙
げ
て

女
祖
を
言
わ
ざ
る
を
理
に
戻
る
も
の
ゝ
如
し
。
又
新
婚
以
て
新
家
族
を
作
る
こ
と
数
理
の
当
然
な
り
と
し
て
争
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
ら
ば
、

そ
の
新
家
族
の
族
名
即
ち
苗
字
は
、
男
子
の
族
名
の
み
を
名
乗
る
べ
か
ら
ず
、
女
子
の
族
名
の
み
を
取
る
べ
か
ら
ず
、
中
間
一
種
の
新
苗
字

を
創
造
し
て
至
当
な
ら
ん
。
例
へ
ば
畠
山
の
女
と
梶
原
の
男
と
婚
し
た
ら
ば
山
原
な
る
新
家
族
と
為
り
そ
の
山
原
の
男
が
伊
東
の
女
と
婚
す

れ
ば
山
東
と
為
る
等
、
即
案
な
れ
ど
も
、
事
の
実
を
表
し
出
す
の
一
法
な
ら
ん
。
斯
の
如
く
す
れ
ば
女
子
が
男
子
に
嫁
す
る
に
も
非
ず
、
男

子
が
女
子
の
家
に
入
夫
た
る
に
も
非
ず
、
真
実
の
出
合
い
夫
婦
に
し
て
、
双
方
婚
姻
の
権
利
は
平
等
な
り
と
云
う
べ
し（

（1
（

。
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福
澤
は
自
ら
の
夫
婦
創
姓
論
を
「
即
案
」
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
ま
た
、「
以
上
は
吾
輩
の
想
像
論
に
し
て
、
固
よ
り
今
日
の

実
際
に
行
わ
る
べ
し
と
も
思
わ
れ
ず
、
却
て
世
間
の
耳
目
を
驚
か
す
べ
き
は
自
ら
期
す
る
所
な
り
と
雖
も（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

福
澤
は
こ
の
案
が
簡
単
に
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
西
澤
直
子
は
そ
の
理
由
を
相
続
の
問
題
だ
と
指
摘

し
て
い
る（

（1
（

。
た
と
え
、
婚
姻
を
契
機
に
実
家
か
ら
独
立
し
て
も
、
実
家
と
の
親
子
関
係
が
維
持
さ
れ
る
限
り
、
財
産
や
お
墓
や
宗
教

行
事
な
ど
の
祭
祀
や
伝
統
の
継
承
に
関
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
福
澤
は
『
日
本
婦
人
論
』
の
中
で
、
家
名
の
継

承
の
た
め
の
養
子
制
度
な
ど
、
家
系
重
視
の
風
潮
に
批
判
的
で
あ
る（

（1
（

。
一
方
で
、
福
澤
は
日
本
の
産
業
の
現
状
を
家
業
や
家
産
が
支

え
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
必
要
性
も
認
識
し
て
い
た（

（1
（

。
婚
姻
に
よ
り
子
ど
も
が
新
た
な
家
族
を
形
成

し
「
独
立
」
し
た
場
合
に
、
代
々
継
承
す
る
べ
き
家
業
や
家
産
、
そ
し
て
祭
祀
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
福
澤

の
夫
婦
創
姓
論
は
十
分
に
回
答
を
与
え
て
い
な
い（

（1
（

。

　

ま
た
、
福
澤
は
、
両
親
か
ら
与
え
ら
れ
た
姓（

（1
（

は
（
各
人
の
名
前
同
様
）「
生
涯
身
に
附
し
て
離
れ
」
な
い
も
の
で
あ
り
、
婚
姻
後
も

各
人
が
（
現
代
的
な
需
要
で
言
え
ば
職
場
な
ど
）
そ
れ
ぞ
れ
必
要
に
応
じ
て
使
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
離
婚
や
配

偶
者
と
死
別
し
た
場
合
に
は
、
旧
姓
で
も
夫
婦
に
よ
る
創
姓
で
も
、
ど
ち
ら
を
使
用
し
て
も
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
再
婚
し
た
ら

ま
た
そ
の
新
し
い
配
偶
者
の
旧
姓
と
自
分
の
旧
姓
と
を
合
わ
せ
て
創
姓
す
れ
ば
よ
い
と
も
福
澤
は
考
え
た（

（2
（

。
こ
の
よ
う
に
、
福
澤
の

姓
に
対
す
る
考
え
方
は
現
実
的
で
柔
軟
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

福
澤
が
目
指
し
た
社
会
の
在
り
方
を
示
し
た
言
葉
と
し
て
、「
一
身
独
立
し
て
一
家
独
立
し
、
一
家
独
立
し
て
一
国
独
立
し
、
一

国
独
立
し
て
天
下
も
独
立
す
べ
し（

（2
（

」
と
い
う
有
名
な
一
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
福
澤
に
と
っ
て
「
一
身
独
立
」
と
は
近
代
社
会
や
近
代

国
家
形
成
の
基
盤
で
あ
り
、「
一
身
独
立
」
を
き
っ
か
け
に
「
一
国
独
立
」
を
目
指
す
た
め
に
そ
の
間
に
「
一
家
独
立
」
を
入
れ

「
一
身
独
立
」
を
補
完
し
た（

（2
（

。
一
家
の
独
立
の
た
め
に
は
、
夫
婦
が
独
立
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
夫
婦
創
姓
で
あ

り
、
福
澤
が
「
即
案
」
や
「
想
像
論
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
認
め
た
よ
う
に
、
当
初
は
机
上
の
空
論
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
か
も
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し
れ
な
い
が
、「
一
国
独
立
」
の
た
め
に
夫
婦
創
姓
が
い
ず
れ
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
選
択
肢
で
あ
る
と
福
澤
は
考
え
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
？（

（2
（

三　

福
澤
諭
吉
以
降
の
夫
婦
創
姓
制
度
の
提
起

　

福
澤
諭
吉
以
降
、
夫
婦
創
姓
制
度
を
提
起
す
る
識
者
は
多
く
な
い
。
阪
井
裕
一
郎
は
、
夫
婦
別
姓
を
め
ぐ
る
議
論
の
対
立
軸
の
中

で
、
夫
婦
別
姓
に
批
判
的
な
人
々
の
中
に
は
夫
婦
同
姓
制
度
の
維
持
を
主
張
す
る
人
々
に
加
え
て
、「
複
合
姓
」（
後
述
す
る
一
部
の

欧
米
諸
国
な
ど
で
認
め
ら
れ
て
い
る
連
結
姓
）
や
「
夫
婦
創
姓
」
を
提
案
す
る
人
々
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（2
（

。
本
稿
で
は
、

阪
井
が
夫
婦
創
姓
論
者
と
し
て
例
示
し
た
鎌
田
明
彦
や
坂
井
芳
雄
の
創
姓
論
を
分
析
す
る
。

（
一
）
鎌
田
明
彦

　

鎌
田
明
彦
が
二
〇
〇
二
年
に
出
版
し
た
『
夫
婦
創
姓
論
』
は
、
家
族
の
中
で
別
姓
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
特
に
子
ど
も
に
不
利

益
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
つ
、
男
女
平
等
の
観
点
か
ら
職
業
生
活
に
お
い
て
婚

姻
の
前
後
で
用
い
る
姓
が
変
わ
る
こ
と
で
主
に
女
性
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
を
批
判
し
、
解
決
策
と
し
て
夫
婦
創
姓
を
主
張
し
た
著

書
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
鎌
田
は
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
に
批
判
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
が
男

女
平
等
の
考
え
方
を
追
求
し
女
性
の
権
利
の
向
上
に
つ
な
が
る
一
方
で
、
子
ど
も
の
利
益
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
夫
婦
が
別
姓
を
名
乗
っ
て
も
子
ど
も
た
ち
は
中
国
の
よ
う
に
夫
の
姓
を
名
乗
る
で
あ
ろ
う
。
鎌
田
い
わ
く
、
こ
れ
で
は
夫
の

姓
が
「
家
族
の
姓
」
と
な
り
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
を
主
張
し
て
き
た
人
々
が
問
題
と
し
て
き
た
よ
う
な
男
女
不
平
等
の

解
決
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鎌
田
は
そ
も
そ
も
姓
と
は
家
族
名
称
で
あ
り
、
名
と
は
個
人
名
称
で
あ
る
た
め
、
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夫
婦
で
別
の
姓
を
名
乗
っ
て
し
ま
う
と
、
家
族
の
中
に
異
な
る
姓
を
持
つ
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
姓
が
家
族
名
称
に
な
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
鎌
田
は
婚
姻
の
際
に
夫
婦
が
今
ま
で
名
乗
っ
て
き
た
旧
姓
を
捨
て
る
の
で
は
な

く
、
名
前
同
様
、
個
人
名
称
と
し
て
職
場
や
社
会
生
活
に
使
え
ば
よ
い
と
主
張
す
る（

（2
（

。

　

鎌
田
は
二
〇
〇
二
年
に
『
夫
婦
創
姓
論
』
の
初
版
を
出
版
し
た
時
に
は
、
欧
米
諸
国
の
よ
う
な
連
結
姓（

（2
（

の
導
入
を
提
案
し
て
い
た

が
、
初
版
の
五
年
後
に
著
し
た
同
著
の
改
訂
版
で
は
、
連
結
姓
で
は
姓
が
長
く
な
り
不
便
で
あ
る
こ
と
か
ら
現
実
的
で
は
な
い
と
認

め
、
婚
姻
を
契
機
に
新
た
に
創
造
す
る
「
夫
婦
結
合
姓
」
と
個
人
名
称
と
し
て
の
旧
姓
の
両
方
の
使
用
を
提
案
し
て
い
る（

（2
（

。
例
え
ば

前
述
の
よ
う
に
福
澤
諭
吉
が
例
示
し
た
「
畠
山
」
と
「
梶
原
」
が
婚
姻
し
て
い
た
ら
「
山
原
」
と
い
う
夫
婦
結
合
姓
を
作
り
、
周
囲

か
ら
は
山
原
氏
と
呼
称
さ
れ
る
が
、
職
場
な
ど
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
個
人
名
称
と
し
て
旧
姓
を
名
乗
る
の
で
あ
る
。
畠
山
・
梶

原
夫
婦
の
子
供
は
「
山
原
」
を
姓
と
し
、
た
と
え
将
来
婚
姻
を
し
よ
う
と
も
、
職
場
な
ど
で
は
必
要
に
応
じ
て
個
人
名
称
と
し
て

「
山
原
」
と
い
う
姓
を
生
涯
使
用
し
続
け
る
の
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
夫
婦
結
合
姓
で
は
婚
姻
の
有
無
が
判
明
し
て
し
ま
う
と
い
う
デ

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
鎌
田
は
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
人
に
達
し
た
と
き
に
自
ら
新
姓
を
創
り
こ
れ
を
名
乗
る
よ
う
に
し
、

婚
姻
時
に
創
る
家
族
姓
は
、
夫
が
成
人
に
達
し
た
と
き
に
創
造
し
た
姓
か
、
妻
が
成
人
に
達
し
た
と
き
に
創
造
し
た
姓
か
、
新
た
に

夫
婦
結
合
姓
を
使
用
す
る
か
を
選
択
さ
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
と
し
て
い
る（

（2
（

。

　

筆
者
は
、
鎌
田
の
選
択
的
夫
婦
別
姓
導
入
論
に
対
す
る
批
判
の
鋭
さ
を
評
価
す
る
が
、
鎌
田
の
夫
婦
創
姓
論
は
非
現
実
的
で
あ
る

と
考
え
る
。
鎌
田
の
提
案
に
し
た
が
え
ば
、
多
く
の
日
本
人
が
少
な
く
と
も
成
人
時
と
婚
姻
時
の
二
回
、
姓
を
変
え
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
も
現
在
で
は
日
本
の
成
人
年
齢
は
一
八
歳
な
の
で
、
高
校
に
進
学
し
て
い
る
者
は
高
校
在
学
中
に
一
八
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た

際
に
姓
が
変
わ
る
こ
と
と
な
り
、
学
校
現
場
は
お
ろ
か
受
験
な
ど
の
場
合
に
お
い
て
も
混
乱
が
生
じ
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
一
八
歳
に

成
人
年
齢
に
達
し
て
い
な
が
ら
一
部
の
若
者
は
二
〇
歳
に
な
る
年
に
成
人
式
を
祝
う
と
い
う
矛
盾
を
か
か
え
て
い
る
現
代
日
本
の
社

会
状
況
に
お
い
て
、
鎌
田
の
主
張
す
る
よ
う
な
創
姓
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
成
人
年
齢
に
達
し
た
時
で
よ
い
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
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全
国
民
に
成
人
を
機
に
創
姓
を
さ
せ
る
こ
と
は
成
人
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
せ
る
効
果
は
あ
ろ
う
が
、
将
来
の
婚
姻
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
両
親
と
同
じ
姓
を
生
涯
に
わ
た
り
使
用
し
た
い
個
人
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
か
？（

（2
（

（
二
）
坂
井
芳
雄

　

名
古
屋
高
等
裁
判
所
長
官
で
あ
っ
た
坂
井
芳
雄
も
鎌
田
明
彦
同
様
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
推
進
派
の
視
野
の
狭
さ
を
指
摘

し
、
夫
婦
別
姓
論
は
子
ど
も
の
姓
の
問
題
で
「
は
っ
き
り
し
た
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る（

（3
（

。
坂
井
は
、
も
は
や
戦

後
日
本
で
は
社
会
の
構
成
単
位
が
「
一
家
眷
属
」
か
ら
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
だ
け
の
「
所
帯
単
位
」
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
、
婚
姻
に

よ
っ
て
新
し
く
一
つ
の
社
会
構
成
単
位
が
出
来
上
が
り
、
そ
の
単
位
の
名
称
と
し
て
夫
婦
の
姓
（
戸
籍
上
の
名
称
）
を
新
た
に
一
つ

だ
け
用
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
一
つ
だ
け
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
坂
井
は
、
社
会
の
便
宜
の
た
め
に
新

会
社
設
立
の
際
に
は
商
号
が
一
つ
し
か
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
社
会
構
成
単
位
で
あ
る
夫
婦
の
姓
に
も
単
一
性
が
求
め
ら
れ
る
と
説

明
し
て
い
る（

（3
（

。
坂
井
は
夫
婦
が
婚
姻
の
際
に
創
る
新
し
い
姓
に
つ
い
て
、
夫
婦
で
協
議
し
て
決
め
た
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
も
の

で
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
坂
井
の
考
え
方
に
は
、
福
澤
諭
吉
の
よ
う
に
夫
婦
の
姓
を
組
み
合
わ
せ
て
新
た
な
姓
を
創
造

す
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
な
く
、
夫
婦
が
自
由
に
姓
を
創
造
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
夫
婦
の
協
議
の
結
果
ど
ち
ら
か
の
旧
姓

を
夫
婦
の
「
創
始
姓
」
と
し
て
新
た
に
使
っ
て
も
、
た
ま
た
ま
旧
姓
と
合
致
し
た
だ
け
で
あ
る
と
解
釈
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
坂
井
も
福
澤
や
鎌
田
同
様
、
婚
姻
後
も
家
族
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の
名
称
（
創
始
姓
）
と
職
場
な
ど
で

用
い
る
個
人
の
名
称
（
旧
姓
）
の
使
い
分
け
に
よ
り
社
会
生
活
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
と
説
い
て
い
る
。
坂
井
の
夫
婦
創
姓
論
は
選

択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
の
短
絡
的
な
推
進
を
戒
め
つ
つ
も
、
夫
婦
別
姓
制
度
へ
の
対
案
を
提
供
し
て
い
る
点
で
高
く
評
価
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

も
っ
と
も
、
出
生
届
に
記
載
す
る
新
生
児
の
名
前
（
使
用
す
る
漢
字
な
ど
）
に
も
規
制
が
加
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
婚
姻
届
に
記
載
し
提
出
す
る
新
姓
に
も
、
福
澤
案
の
よ
う
に
何
ら
か
の
ル
ー
ル
や
法
則
を
設
け
規
制
し
た
方
が
良
い
の
で
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は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

四　

夫
婦
創
姓
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

　

前
述
し
た
夫
婦
創
姓
案
を
ふ
ま
え
、
夫
婦
創
姓
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
察
す
る
。

（
一
）
夫
婦
創
姓
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

　

筆
者
は
日
本
の
社
会
や
法
文
化
に
お
い
て
、
選
択
的
夫
婦
創
姓
制
度
の
導
入
の
方
が
夫
婦
別
姓
制
度
よ
り
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

や
す
い
で
あ
ろ
う
と
予
測
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
夫
婦
創
姓
の
家
族
は
、
夫
婦
別
姓
の
家
族
と
異
な
り
、
家
族
の
構
成
員
が
全
員
同

じ
姓
を
名
乗
る
か
ら
だ
。
夫
婦
が
新
し
く
名
乗
る
姓
を
共
に
用
い
る
こ
と
で
、
婚
姻
の
事
実
を
対
外
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
新

し
く
創
造
し
た
姓
は
、
夫
婦
に
と
っ
て
ま
さ
に
「
結
婚
指
輪
」
の
よ
う
な
婚
姻
の
象
徴
と
な
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
従
来
型
の
夫
婦
同
姓
を
選
択
し
て
も
同
じ
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
夫
婦
が
同
じ
姓
を
名
乗
る
こ

と
は
子
ど
も
に
と
っ
て
大
き
な
利
益
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
親
子
が
同
じ
姓
で
あ
れ
ば
、
学
校
現
場
に
お
い
て
も
生

徒
・
保
護
者
・
教
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
際
に
よ
り
ス
ム
ー
ズ
で
あ
ろ
う
。
親
子
が
同
じ
姓
で
あ
る
こ
と
は
夫
婦

同
様
「
あ
の
人
々
は
家
族
な
の
だ
」
と
明
確
に
示
す
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
二
四
年
に
婚
姻
し

て
姓
を
変
え
る
人
の
九
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
妻
（
女
性
）
で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
を
ふ
ま
え
る
と
、
も
し
夫
婦
別
姓
を
選
択
し
た

場
合
、
離
婚
後
を
除
い
て
、
子
ど
も
の
姓
が
父
親
と
同
じ
に
な
る
と
い
う
場
合
が
多
く
な
ろ
う
。
父
母
の
姓
が
異
な
る
家
族
に
お
い

て
母
子
別
姓
と
な
る
こ
と
が
子
ど
も
に
と
っ
て
不
利
益
を
被
る
べ
き
こ
と
な
の
か
ど
う
か
は
子
ど
も
の
性
格
や
家
庭
環
境
に
よ
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
子
ど
も
に
と
っ
て
夫
婦
同
姓
の
家
族
に
は
無
い
心
理
的
負
担
を
課
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
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か
？（

（3
（

　

婚
姻
す
る
こ
と
に
よ
り
家
族
単
位
で
管
理
さ
れ
る
べ
き
場
面
は
多
い
。
例
え
ば
夫
婦
や
子
ど
も
の
銀
行
口
座
の
作
成
や
保
険
、

医
療
行
為
に
お
け
る
家
族
の
同
意
を
必
要
と
す
る
場
面
な
ど
に
お
い
て
は
、
家
族
が
同
姓
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
に
管
理
が
で

き
る
利
点
も
あ
る
。

　

選
択
的
夫
婦
創
姓
制
度
の
導
入
は
現
行
の
法
制
度
に
大
き
な
変
更
を
与
え
な
く
て
も
実
現
で
き
る
。
民
法
は
法
律
婚
主
義
を
と
っ

て
お
り
、
婚
姻
届
提
出
に
よ
り
婚
姻
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
事
実
婚
と
区
別
を
し
、
扶
養
や
相
続
な
ど
で
法
律
婚
の
み
に
婚
姻
関
係

を
認
め
る
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
。
日
本
が
法
律
婚
主
義
を
改
め
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
夫
婦
創
姓
制
度
は
夫
婦
が
同
姓

で
あ
る
法
律
婚
と
、
男
女
の
戸
籍
上
の
姓
が
異
な
る
事
実
婚
と
を
区
別
す
る
意
義
を
引
き
続
き
果
た
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、

戸
籍
法
六
条
は
戸
籍
編
製
の
基
準
を
、「
一
の
夫
婦
及
び
こ
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
子
ご
と
に
編
製
す
る
」
と
し
て
い
る
。
夫
婦
創

姓
制
度
は
戸
籍
編
製
の
そ
の
よ
う
な
原
則
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

筆
者
が
選
択
的
夫
婦
創
姓
制
度
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
夫
婦
創
姓
と
い
う
選
択
肢
を
作
る
こ
と
で
、
日
本

に
お
い
て
家
族
の
定
義
が
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
へ
と
明
確
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
祖
父
母
や
親
族
な
ど
複
数
世
帯
同
居
な
ど

を
時
代
遅
れ
な
ど
と
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
が（

（3
（

、
家
族
と
は
あ
く
ま
で
も
両
親
と
そ
の
子
ど
も
が
形
成
す
る
も
の
だ
と
い

う
考
え
方
は
、
核
家
族
の
多
い
現
代
日
本
に
お
い
て
は
広
く
普
及
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

（3
（

。
祖
父
母
と
孫
の
関
係
や
絆
の
濃
淡
は

人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
孫
に
と
っ
て
祖
父
母
は
法
律
上
、
二
親
等
の
直
系
尊
属
に
す
ぎ
な
い
。
祖
父
母
が
孫
に
果

た
す
こ
と
の
で
き
る
意
義
や
役
割
は
物
心
共
に
大
き
い
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
祖
父
母
は
あ
く
ま
で
も
「
祖
父
母
」
で
あ
り
「
両
親
」

に
代
わ
る
よ
う
な
親
権
や
孫
に
対
す
る
責
任
を
持
た
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
婚
姻
時
に
夫
婦
創
姓
と
い
う
選
択
肢
を
設
け
る
こ
と

は
、
日
本
の
社
会
に
お
け
る
家
族
の
範
囲
を
「
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
」
と
法
律
に
お
い
て
明
示
す
る
こ
と
と
な
る
し
、
夫
婦
に
は

「
一
家
独
立
」
の
自
覚
を
、
そ
し
て
夫
婦
の
実
家
（
特
に
鎌
田
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
婚
姻
を
「
吸
収
合
併
」
と
誤
解
し
て
い
る
実
家
）
に

も
、
子
ど
も
や
孫
は
別
世
帯
の
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
れ
は
不
毛
な
悲
劇
を
起
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こ
す
「
妻
と
夫
側
の
実
家
と
の
諍
い
」
な
ど
を
防
ぐ
有
用
な
方
策
と
も
な
ろ
う
。

　

鎌
田
明
彦
は
自
ら
の
「
夫
婦
創
姓
論
の
思
想
的
背
景
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
明
快
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

姓
と
は
、
家
族
の
名
称
で
あ
る
。
結
婚
と
は
、
愛
し
合
っ
た
彼
と
彼
女
と
が
今
ま
で
の
家
族
か
ら
離
脱
し
て
新
し
い
家
族
を
作
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
前
提
を
承
認
す
る
限
り
結
婚
し
た
以
上
姓
が
変
わ
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
て
、
変
わ
ら
な
い
の
が
お
か
し
い
の
で
あ

る
。
夫
婦
別
姓
論
者
は
世
の
中
の
半
分
の
人
が
結
婚
し
て
姓
が
変
わ
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
話
が
あ
べ
こ
べ
で
あ
る
。
結

婚
し
て
も
姓
が
変
わ
ら
な
い
人
が
世
の
中
の
半
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
。
結
婚
し
た
以
上
全
て
の
人
が
姓
が
変
わ

る
と
い
う
の
が
正
常
な
姿
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
し
た
二
人
は
第
三
の
姓
を
二
人
の
新
た
な
姓
と
す
べ
き
で
あ
る（

（3
（

。

　

鎌
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
婚
姻
す
る
者
が
性
別
に
関
係
な
く
全
員
改
姓
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導

入
を
推
進
す
る
人
々
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
改
姓
に
よ
り
生
じ
る
様
々
な
不
便
」
を
夫
妻
共
に
経
験
す
る
わ
け
で
、
何
を
解
決
さ
せ

て
い
け
ば
婚
姻
に
よ
る
改
姓
の
際
の
不
利
益
を
最
小
限
に
で
き
る
か
が
、
よ
り
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
夫
婦
創
姓
制
度
の
デ
メ
リ
ッ
ト

　

選
択
的
夫
婦
創
姓
制
度
の
導
入
は
呼
称
秩
序
を
乱
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
福
澤
諭
吉
や
坂
井

芳
雄
に
よ
る
提
案
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
婚
姻
の
場
合
の
み
創
姓
で
き
る
と
制
限
す
れ
ば
混
乱
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
人
々
が
夫
婦
同
姓
制
度
を
批
判
す
る
際
に
、
婚
姻
に
よ
り
姓
が
変
わ
る
こ
と

で
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
失
わ
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
と
い
う
意
見
が
あ
る（

（3
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
婚
姻
は
自
ら
も
配

偶
者
も
共
に
実
家
か
ら
独
立
す
る
機
会
で
あ
り
、
自
ら
の
意
思
で
相
手
と
合
意
し
て
婚
姻
届
を
提
出
す
る
時
に
お
い
て
、
喜
び
の
感
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情
か
ら
離
れ
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
を
感
じ
る
こ
と
は
想
像
し
に
く
い
。

　

福
澤
の
夫
婦
創
姓
論
が
回
答
を
留
保
し
て
い
る
よ
う
に
、
お
墓
の
管
理
な
ど
の
祭
祀
伝
承
に
つ
い
て
も
懸
念
が
生
じ
る
か
も
し
れ

な
い
。
例
え
ば
夫
婦
創
姓
に
よ
り
、
自
ら
や
子
ど
も
の
先
祖
が
誰
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と
か
、
先
祖
と
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
も
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
戸
籍
に
両
親
以
前
を
遡
る
姓
な
ど
に
つ
い
て
の
記
録
を
残
す
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
現
行
の
戸

籍
法
が
施
行
さ
れ
た
以
降
の
先
祖
を
各
人
が
正
確
に
た
ど
る
こ
と
は
で
き
よ
う（

（3
（

。
こ
と
に
よ
る
と
、
明
治
時
代
以
前
よ
り
続
く
な
ど

と
い
う
家
系
の
長
い
墓
な
ど
は
、「
～
家
先
祖
代
々
の
墓
」
と
い
う
墓
石
が
、
夫
婦
創
姓
と
い
う
選
択
肢
を
取
る
こ
と
に
よ
り
途
絶

え
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
管
理
者
の
指
定
や
管
理
自
体
が
し
に
く
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
懸
念
に
つ
い
て
は
、
先
祖
の
「
家

族
」
と
し
て
で
は
な
く
、
先
祖
の
血
統
を
継
ぐ
「
個
人
」
と
し
て
、
親
や
祖
父
母
を
は
じ
め
と
し
た
先
祖
の
入
る
墓
を
管
理
す
る
責

任
を
負
え
ば
良
い
と
思
わ
れ
る
。
協
力
や
理
解
を
得
ら
れ
れ
ば
、
個
人
と
家
族
を
構
成
す
る
配
偶
者
や
子
ど
も
も
共
に
そ
の
墓
の
管

理
を
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
先
祖
代
々
の
墓
を
管
理
し
て
い
く
こ
と
が
子
孫
の
大
切
な
義
務
だ
と
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
婚
姻
時
に
従
来
型
の
夫
婦
同
姓
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
先
祖
の
墓
の
管
理
に
つ

い
て
も
、
婚
姻
の
際
に
夫
婦
で
十
分
に
協
議
し
合
意
し
て
お
く
べ
き
一
つ
の
条
件
に
も
な
り
得
よ
う
。

五　

選
択
的
夫
婦
別
姓
導
入
の
議
論
に
夫
婦
創
姓
が
加
わ
る
こ
と
の
意
義

（
一
）
夫
婦
創
姓
制
度
の
あ
る
国

　

夫
婦
創
姓
と
い
う
選
択
肢
を
加
え
る
こ
と
で
生
じ
う
る
利
益
と
課
題
を
論
じ
た
後
で
、
そ
も
そ
も
、
夫
婦
創
姓
を
選
択
し
た
い
と

い
う
需
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
日
本
財
団
が
二
〇
二
五
年
八
月
に
全
国
の
一
七
～
一
九
歳
の
男
女
一
〇
〇
〇
名
に
行

っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
結
婚
後
は
、
夫
婦
で
別
の
姓
を
名
乗
れ
る
な
ら
そ
う
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
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そ
の
う
ち
男
性
は
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
は
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
八
歳
の
日
本
国
民
の
間
に
、「
夫

婦
創
姓
」
と
い
う
発
想
さ
え
な
か
な
か
起
こ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
他
国
に
目
を
向
け
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
夫
婦

創
姓
制
度
を
有
し
て
い
る
国
は
存
在
す
る
の
か
？

　

例
え
ば
香
港
や
台
湾
で
は
、
婚
姻
後
、
妻
は
自
ら
の
姓
の
前
に
夫
の
姓
を
加
え
る
「
冠
姓
」
と
い
う
方
法
が
あ
る（

（3
（

。
こ
の
方
法
は
、

清
王
朝
時
代
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
慣
習
で
一
九
二
九
年
の
中
華
民
国
民
法
に
規
定
さ
れ
た（

（3
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
制
度
は
夫

の
姓
を
旧
姓
の
前
に
加
え
て
妻
だ
け
が
名
乗
っ
て
い
く
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
夫
や
子
ど
も
た
ち
は
創
造
さ
れ
た
新
た
な
姓
を
使
っ
て
い

く
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
方
式
は
そ
れ
ほ
ど
広
が
っ
て
い
な
い
と
い
う（

（4
（

。
現
に
台
湾
に
お
い
て
は
、
一
九
九
八
年
の
民
法
で
「
原
則

夫
婦
別
姓
、
冠
姓
も
可
能
」
と
な
り
、
冠
姓
は
あ
く
ま
で
も
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る（

（4
（

。

　

欧
米
で
は
夫
婦
の
姓
を
ハ
イ
フ
ォ
ン
な
ど
で
つ
な
げ
た
連
結
姓
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
国
や
地
域
も
見
ら
れ
る（

（4
（

。
英
国
や
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
そ
も
そ
も
姓
に
対
す
る
法
規
制
が
な
い
。
英
国
で
は
夫
婦
同
姓
、
夫
婦
別
姓
、
夫
婦
連
結
姓
に
加
え
、
婚
姻
を
機
に

新
姓
を
創
造
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
も
二
〇
一
八
年
の
民
法
改
正
で
同
様
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

（4
（

。

州
ご
と
に
姓
に
対
す
る
法
規
制
が
異
な
る
米
国
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
ア
イ
オ
ワ
州
で
は
婚
姻
に
と
も
な
い
創
姓
の
使
用
が
認
め
ら

れ
る（

（4
（

。

（
二
）
今
後
の
展
望

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
政
権
与
党
の
中
核
で
あ
る
自
由
民
主
党
に
お
い
て
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
に
つ
い
て
の
賛
否
は

ま
と
ま
り
を
得
ず
、
二
〇
二
五
年
五
月
の
時
点
で
は
、
旧
姓
の
通
称
使
用
の
拡
大
を
推
し
進
め
、
引
き
続
き
熟
議
を
重
ね
る
と
い
う

と
こ
ろ
で
表
立
っ
た
議
論
が
止
ま
っ
て
い
る（

（4
（

。
野
党
で
あ
る
立
憲
民
主
党
は
、
二
〇
二
五
年
四
月
三
〇
日
に
選
択
的
夫
婦
別
姓
法
案

を
国
会
に
提
出
し
、
個
人
の
尊
重
と
男
女
の
対
等
な
関
係
の
構
築
等
の
観
点
か
ら
、
夫
婦
の
姓
を
統
一
す
る
か
、
あ
る
い
は
各
自
婚
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姻
前
の
姓
を
使
用
す
る
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る（

（4
（

。
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
の
賛
否
は
さ
て
お
き
、
こ
の
法
案

で
評
価
す
る
べ
き
点
は
、
子
ど
も
の
姓
を
決
定
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
子
ど
も
の
出
生
時
で
は
な
く
婚
姻
時
で
あ
る
こ
と
だ
。
家
族
に

子
ど
も
が
加
わ
る
か
ど
う
か
な
ど
婚
姻
し
て
か
ら
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
婚
姻
前
に
家
族
の
姓
に
対
す

る
考
え
方
や
価
値
観
を
夫
婦
で
一
致
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
を
家
族
に
迎
え
入
れ
る
祝
い
事
の
際
に
な
っ
て
夫
婦

間
で
子
ど
も
の
姓
に
対
す
る
見
解
の
不
一
致
が
起
き
て
は
子
ど
も
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
し
、
前
述
し
た
よ
う
な
夫
婦
の

実
家
を
巻
き
込
ん
だ
不
毛
な
争
い
を
回
避
さ
せ
る
点
で
も
、
子
ど
も
の
姓
を
婚
姻
時
に
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
国
民
民
主
党
は
、
二
〇
二
五
年
五
月
二
八
日
に
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
の
た
め
の
民
法
改
正
案
を
単

独
で
国
会
に
提
出
し
た（

（4
（

。
同
案
で
は
、
夫
婦
が
別
姓
を
選
ぶ
場
合
、
婚
姻
す
る
際
に
定
め
た
戸
籍
の
筆
頭
者
と
子
ど
も
と
を
同
じ
姓

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
と
い
う
懸
念
を
解
決
し
て
家
族
の
一
体
性
を
保
ち
つ
つ
、
婚
姻
前
の
姓
の
使
用
を

法
的
に
担
保
す
る
ね
ら
い
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
戸
籍
筆
頭
者
と
子
ど
も
と
を
同
じ
姓
に
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
が
夫
（
父
親
）
の
姓
と
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
夫
側
の
実
家
の
姓
だ
け
が
子
孫
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、

立
憲
民
主
党
案
に
比
べ
れ
ば
、
婚
姻
に
お
け
る
男
女
の
対
等
な
関
係
か
ら
は
離
れ
た
案
と
な
っ
て
し
ま
う
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

　

選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
に
明
確
に
反
対
し
て
い
る
政
党
と
し
て
は
参
政
党
と
日
本
保
守
党
が
あ
り
、
日
本
維
新
の
会
は
、

選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
で
は
な
く
、
希
望
者
の
戸
籍
お
よ
び
住
民
票
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
に
旧
姓
を
記
載
し
、

婚
姻
後
も
旧
姓
を
通
称
と
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
戸
籍
法
を
改
正
す
る
こ
と
で
課
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る（

（4
（

。
こ
の
三
党
や

前
述
の
よ
う
に
党
内
で
党
議
拘
束
付
き
の
統
一
見
解
が
出
せ
な
い
ほ
ど
考
え
が
分
か
れ
て
い
る
自
由
民
主
党
を
除
け
ば
、
公
明
党（

（4
（

も

含
め
国
会
議
員
の
大
勢
は
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
に
前
向
き
で
あ
る（

（5
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ま
ま
議
論
が
進
め
ば
、
民
法
お
よ

び
戸
籍
法
が
改
正
さ
れ
、
夫
婦
別
姓
と
い
う
選
択
肢
が
婚
姻
時
に
与
え
ら
れ
る
と
予
測
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
選
択
的
夫
婦
別

姓
制
度
導
入
に
つ
い
て
の
国
会
に
お
け
る
議
論
は
本
会
議
に
お
け
る
採
決
に
向
け
て
未
だ
進
ん
で
い
な
い
。
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
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導
入
の
議
論
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
世
論
が
盛
り
上
が
り
に
欠

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
二
一
年
の
内
閣
府
に
よ
る
世
論
調
査（

（5
（

に
よ
れ
ば
、「
現
在
の
制
度
で
あ
る
夫
婦
同
姓

制
度
を
維
持
し
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
回
答
は
二
七
・
〇
％
、「
現
在
の
制
度
で
あ
る
夫
婦
同
姓
制
度
を
維
持
し
た
上
で
、
旧
姓
の

通
称
使
用
に
つ
い
て
の
法
制
度
を
設
け
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
回
答
が
四
二
・
二
％
で
あ
り
、「
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
を
導
入
し

た
方
が
よ
い
」
と
い
う
回
答
が
二
八
・
九
％
で
あ
っ
た
。
世
論
は
必
ず
し
も
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
短
絡
的
な
導
入
に
Ｇ
Ｏ
サ
イ

ン
を
出
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

　

ま
た
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
二
四
年
六
月
に
経
団
連
は
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
早
期
導
入
を
提
言（

（5
（

し
た
が
、
経
団
連

が
夫
婦
同
姓
制
度
が
生
じ
さ
せ
て
き
た
弊
害
と
し
て
例
示
し
た
問
題
の
多
く
が
既
に
解
決
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
後
か
ら
判
明
し
、
説

得
力
に
欠
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る（

（5
（

。
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
論
者
は
、
二
〇
二
四
年
一
〇
月
に
国
連
の
女
性

差
別
撤
廃
委
員
会
が
日
本
政
府
に
対
し
て
選
択
的
夫
婦
別
姓
を
可
能
と
す
る
法
整
備
を
求
め
る
勧
告
を
出
し
た
こ
と
を
理
由
に
す
る

こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
勧
告
は
そ
も
そ
も
法
的
拘
束
力
も
な
く
、
同
様
の
勧
告
の
四
回
目
で
あ
り
、
イ
ン
パ
ク
ト
は
あ
る
と
は
い
え

こ
の
「
外
圧
」
が
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
を
急
激
に
後
押
し
す
る
こ
と
も
な
か
ろ
う（

（5
（

。

　

そ
も
そ
も
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入
を
主
張
す
る
人
々
の
多
く
は
、
婚
姻
時
の
選
択
肢
と
し
て
同
姓
だ
け
で
は
な
く
別
姓
を

加
え
た
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
夫
婦
同
姓
と
い
う
選
択
肢
を
廃
止
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
創
姓
を
婚
姻

時
の
選
択
肢
に
加
え
て
は
ど
う
か
と
提
案
す
る
本
論
同
様
、
あ
く
ま
で
も
「
夫
婦
別
姓
」
は
「
選
択
的
」（
選
択
肢
と
し
て
存
在
さ
せ

る
）
な
の
で
あ
る
。
福
澤
諭
吉
の
「
一
家
独
立
」
を
「
一
国
独
立
」
へ
向
け
た
重
要
な
過
程
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
ふ
ま
え
て
も
、

姓
に
対
す
る
議
論
は
、
家
族
観
や
社
会
論
、
国
家
論
に
ま
で
発
展
し
う
る
ほ
ど
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
視
野
を
広
く
熟
議
す
る
べ
き

ト
ピ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
論
者
や
政
治
家
た
ち
が
、「
嫌
な
ら
同
姓
を
選
択
す
れ
ば
い
い

の
だ
か
ら
我
々
の
主
張
に
口
を
挟
む
な
」
と
か
「
い
い
か
ら
と
り
あ
え
ず
ま
ず
は
選
択
肢
に
夫
婦
別
姓
を
入
れ
て
く
れ
」
と
い
う
ス
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ピ
ー
ド
重
視
の
考
え
方（

（5
（

だ
っ
た
り
、
一
部
の
論
者
に
至
っ
て
は
、
婚
姻
や
戸
籍
や
姓
を
法
律
で
規
定
す
る
制
度
に
ま
で
反
対
を
す
る

な
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
過
ぎ
る
意
見
を
述
べ
な
が
ら
強
引
に
議
論
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
、
か
え
っ
て
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入

に
つ
い
て
の
議
論
が
浅
く
中
途
半
端
な
ま
ま
、
世
論
に
お
い
て
盛
り
上
が
る
こ
と
も
な
く
膠
着
し
前
進
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

　

鎌
田
明
彦
は
姓
を
「
ユ
ニ
ホ
ー
ム
」
と
表
現
し
た（

（5
（

。
鎌
田
い
わ
く
、
姓
は
夫
婦
同
姓
と
と
ら
え
れ
ば
「
ペ
ア
ー
ル
ッ
ク
」
で
あ
る

が
、
家
族
同
姓
と
解
釈
す
れ
ば
「
ユ
ニ
ホ
ー
ム
」
な
の
だ
と
い
う
。
ペ
ア
ー
ル
ッ
ク
な
ら
ば
、
夫
婦
の
嗜
好
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、

サ
ッ
カ
ー
や
野
球
な
ど
の
試
合
に
お
い
て
各
チ
ー
ム
が
着
用
し
て
い
る
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
ど
こ

の
チ
ー
ム
に
所
属
し
て
い
る
か
を
周
囲
が
一
見
し
て
理
解
す
る
た
め
の
も
の
と
な
ろ
う
。
姓
は
夫
婦
と
い
う
個
人
や
一
家
族
の
絆
や

一
体
感
の
維
持
の
た
め
に
名
乗
る
わ
け
で
は
な
い（

（5
（

。
周
囲
に
「
こ
の
家
族
こ
こ
に
在
り
」
と
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
明
治

時
代
に
国
家
が
戸
籍
で
国
民
を
統
制
管
理
し
て
い
こ
う
と
し
た
一
環
が
現
在
の
夫
婦
同
姓
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
姓

と
は
ペ
ア
ー
ル
ッ
ク
と
い
う
内
向
き
の
物
で
は
な
く
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
外
向
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
し
た
鎌
田
の

表
現
は
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
鎌
田
の
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
夫
婦
同
姓
や
夫
婦
別
姓
を
「
家
族
同
姓
」「
家
族
別
姓
」

と
い
う
風
に
表
現
を
変
え
る
と
捉
え
方
も
変
わ
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
で
形
成
す
る
家
族
が
同
じ
姓
と
い
う

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
か
ら
婚
姻
す
る
ま
で
そ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
続
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
つ
の
家

族
の
中
で
チ
ー
ム
Ａ
と
チ
ー
ム
Ｂ
と
い
う
異
な
る
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
い
く
の
か
。
客
観
的
に
見
れ
ば
、
一
つ
の
家
族
に
複
数
の

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
存
在
す
る
こ
と
は
そ
の
家
族
の
構
成
員
が
誰
な
の
か
を
把
握
し
に
く
く
な
り
、
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
夫
婦
創
姓
と
は
、
夫
婦
が
婚
姻
を
き
っ
か
け
に
そ
れ
ぞ
れ
の
実
家
で
着
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
新
し
い
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を

作
り
、（
多
く
は
夫
婦
の
子
ど
も
た
ち
が
新
た
な
家
族
を
形
成
す
る
ま
で
と
い
う
期
限
付
き
で
は
あ
る
が
）
子
ど
も
と
共
に
家
族
全
員
で
同

じ
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
選
択
肢
で
あ
る
。
婚
姻
に
よ
り
ど
ち
ら
か
の
実
家
に
姓
で
も
っ
て
吸
収
合
併
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さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
真
に
「
一
家
独
立
」
し
た
新
し
い
夫
婦
同
姓
の
選
択
肢
を
与
え
る
こ
と
は
日
本
国
民
の
婚
姻
に
対
す
る
意
識

や
家
族
観
、
ひ
い
て
は
国
家
観
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
短
絡
的
に
夫
婦
別
姓
が
男
女
平
等（

（5
（

だ
と
か
個
人
主
義
だ
と
か
、
世

界
の
潮
流
で
あ
る
か
の
よ
う
な
風
潮
に
の
せ
ら
れ
、
子
ど
も
の
利
益
に
つ
い
て
考
慮
せ
ず
、
大
局
的
な
視
野
を
持
た
ず
に
選
択
的
夫

婦
別
姓
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

六　

お
わ
り
に

　

福
澤
諭
吉
の
思
想
が
時
代
を
超
え
て
広
く
人
々
を
魅
了
す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
合
理
性
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
挙
げ

ら
れ
よ
う（

（5
（

。
夫
婦
創
姓
と
い
う
発
想
も
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
福
澤
の
真
骨
頂
と
言
え
る
。
夫
婦
創
姓
は
決
し
て
奇
異
な
机
上
の
空

論
で
は
あ
る
ま
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
に
、
世
界
で
は
夫
婦
創
姓
が
婚
姻
の
際
に
選
択
肢
と
し
て
存
在
す
る
国
家
も
あ
る
の
だ
。

夫
婦
創
姓
と
い
う
選
択
肢
の
必
要
性
は
筆
者
が
婚
姻
を
し
た
数
年
前
か
ら
身
に
染
み
て
感
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
夫
婦
の
姓
に

つ
い
て
調
査
を
し
て
い
く
中
で
近
年
の
選
択
的
夫
婦
別
姓
導
入
の
議
論
な
ど
を
見
て
も
、
未
だ
に
夫
婦
創
姓
が
選
択
肢
と
し
て
提
起

さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
婚
姻
に
よ
り
姓
が
変
わ
る
こ
と
が
夫
婦
の
片
方
で
は
な
く
両
方
と
な
る
こ
と
は
、

男
女
平
等
の
観
点
か
ら
、
ま
た
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
の
下
の
平
等
の
観
点
か
ら
も
至
極
理
に
か
な
っ
た
こ

と
と
な
ろ
う
。
ま
た
選
択
的
夫
婦
創
姓
制
度
の
導
入
は
、
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
同
じ
姓
を
保
持
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考

え
方
を
持
っ
た
人
々
に
夫
婦
別
姓
論
よ
り
は
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
？

　

福
澤
が
「
正
に
て
も
邪
に
て
も
男
女
は
同
権
に
し
て
一
歩
も
相
譲
ら
ず
、
而
し
て
そ
の
同
権
の
根
本
は
習
慣
に
由
来
す
る
も
の
に

し
て
、
法
律
の
成
文
は
唯
そ
の
習
慣
の
力
を
援
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み（

（6
（

。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
選
択
的
夫
婦
創
姓
制
度
も
男
女

同
権
の
一
つ
の
態
様
と
し
て
日
本
人
の
日
々
の
習
慣
の
中
で
成
立
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
法
律
に
夫
婦
創
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姓
と
い
う
選
択
肢
を
加
え
た
と
は
い
え
、
夫
婦
創
姓
を
選
ぶ
夫
婦
が
増
え
、
夫
婦
創
姓
が
日
本
の
法
文
化
の
一
つ
と
な
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
、
福
澤
の
「
一
家
独
立
」
の
理
想
は
実
現
で
き
な
い
。
先
に
示
し
た
日
本
財
団
の
統
計
資
料
を
見
れ
ば
、
道
は
遠
い
と
思
わ

れ
る
。

　

婚
姻
と
は
夫
婦
で
新
た
な
家
庭
を
作
る
希
望
の
行
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
夫
婦
が
婚
姻
す
る
前
ま
で
所
属
し
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
実

家
の
両
親
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の
家
族
を
子
ど
も
の
婚
姻
に
よ
り
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
破
壊
を
も

喜
び
と
感
じ
、
懸
命
に
育
て
愛
し
て
き
た
自
ら
の
子
ど
も
の
「
一
家
独
立
」
を
祝
福
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
両
親
と
し
て
の
気
概
や

プ
ラ
イ
ド
、
責
任
の
一
端
で
あ
ろ
う
。
現
代
日
本
に
お
い
て
も
、
な
お
「
嫁
ぐ
」
と
か
「
婿
入
り
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ

た
り
、
婚
姻
を
主
と
し
て
夫
の
実
家
に
よ
る
吸
収
合
併
の
よ
う
に
無
意
識
に
と
ら
え
て
い
る
考
え
方
が
消
え
去
ら
な
い
限
り
、
婚
姻

に
対
す
る
若
者
の
希
望
や
自
覚
も
芽
生
え
ま
い
。
ま
し
て
や
日
本
国
民
の
婚
姻
率
も
出
生
率
も
上
が
る
と
は
思
え
な
い
。
夫
婦
創
姓

と
い
う
選
択
肢
は
、
夫
婦
に
新
た
な
家
族
を
創
る
自
覚
と
責
任
感
を
育
く
む
と
同
時
に
、
夫
婦
の
両
親
に
も
、
子
離
れ
を
し
た
夫
婦

二
人
だ
け
の
老
後
へ
の
新
た
な
未
来
予
想
図
を
描
か
せ
る
「
門
出
」
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
）　

民
法
七
五
〇
条
は
「
夫
婦
は
、
婚
姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る
」
と
規
定
し
、
戸
籍
法
七
四
条
は

「
婚
姻
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
の
事
項
を
届
出
に
記
載
し
て
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
一
号
に
「
夫
婦

が
称
す
る
氏
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
は
現
状
、
婚
姻
時
に
夫
婦
別
姓
を
選
択
可
能
と
す
る
規
定
は
な
い
。
吉
田
成

利
『
大
学
生
の
た
め
の
日
本
国
憲
法
入
門
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
五
五
頁
。

（
2
）　

た
だ
し
、
同
判
決
で
は
夫
婦
の
姓
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
は
国
会
で
議
論
し
判
断
す
べ
き
事
柄
だ
と
判
示
し
て
い
る
。
最
大
判
二

〇
二
一
年
六
月
二
三
日
民
集
二
六
六
号
一
頁
、
六
頁
。

https://w
w
w
.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/090412_hanrei.pdf

（
3
）　

厚
生
労
働
省
『
人
口
動
態
統
計
』
を
基
に
し
た
夫
婦
の
姓
に
関
す
る
デ
ー
タ
。
男
女
共
同
参
画
局　
『
夫
婦
の
姓
（
名
字
・
氏
）
に



205

夫婦創姓制度という選択肢

関
す
る
デ
ー
タ
』https://w

w
w
.gender.go.jp/research/fufusei/index.htm

l
（
4
）　

加
地
伸
行
、「
主
体
性
な
き
「
夫
婦
別
姓
論
」」
産
経
新
聞
（
二
〇
二
一
年
三
月
二
一
日
）

https://w
w
w
.sankei.com

/article/20210321-F6ZU
O
BV

W
SN

K
K
D
EH

BIV
EH

7Q
IZQ

E/

（
5
）　

前
掲
。

（
6
）　

民
法
な
ど
の
法
律
で
は
姓
や
苗
字
の
こ
と
を
「
氏
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
務
省
も
「
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
」
な
ど
と

表
現
し
て
い
る
。
法
務
省
『
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
に
つ
い
て
』https://w

w
w
.m

oj.go.jp/M
IN

JI/m
inji36.htm

l

（
7
）　

阪
井
裕
一
郎
『
結
婚
の
社
会
学
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
四
年
）
一
七
二
頁
。

（
8
）　

福
澤
諭
吉
の
『
中
津
留
別
の
書
』（
一
八
七
〇
年
一
一
月
）
に
も
「
人
倫
の
大
本
は
夫
婦
な
り
。
夫
婦
あ
り
て
後
に
、
親
子
あ
り
、

兄
弟
姉
妹
あ
り
」
と
あ
る
。
福
澤
諭
吉
『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
第
一
〇
巻
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
二
頁
。

（
9
）　

西
澤
直
子
『
福
澤
諭
吉
と
女
性
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）

（
10
）　

福
澤
は
『
西
洋
事
情　

外
編
』（
一
八
六
八
年
）
の
中
で
、「
子
生
れ
て
弱
冠
に
至
る
ま
で
、
父
母
の
膝
下
に
居
て
そ
の
養
育
を
受
る

も
亦
普
通
の
大
法
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
福
澤
諭
吉
『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
第
一
巻
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
八
七

頁
。
ま
た
、
福
澤
の
「
何
時
ま
で
も
子
供
ニ
あ
ら
ず
、
注
意
可
被
致
。」
と
い
う
言
葉
が
同
様
の
考
え
方
を
表
し
て
い
る
。
一
八
八
四
年

二
月
一
日
付　

福
沢
一
太
郎
・
捨
次
郎
宛
書
簡
。
福
澤
諭
吉
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
九
一
頁
。

（
11
）　

米
国
留
学
中
の
息
子
、
福
澤
一
太
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
も
、
福
澤
諭
吉
は
「
拙
者
ハ
生
涯
夫
婦
同
居
」（
一
八
八
五
年
一
〇

月
二
日
付
、
福
澤
諭
吉
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
三
〇
七
頁
）
や
「
父
母
ハ
同
居
せ
さ
る
積
り
な

り
」（
一
八
八
七
年
六
月
付
・
日
未
詳
、
福
澤
諭
吉
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集　

第
五
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
二
二
〇
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。
西
澤
直
子
『
福
澤
諭
吉
と
フ
リ
ー
ラ
ヴ
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
二
〇
四
頁
。

（
12
）　

西
澤
直
子
「
書
簡
に
み
る
福
沢
諭
吉
の
「
家
」
意
識
と
近
代
化
構
想
」
犬
塚
孝
明
編
『
明
治
国
家
の
政
策
と
思
想
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
年
）
二
三
六
頁
。
お
よ
び
西
澤
前
掲
。

（
13
）　

福
澤
諭
吉
「
日
本
婦
人
論
」『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
第
一
〇
巻
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
四
三
―
四
四
頁
。

（
14
）　

前
掲
、
四
五
頁
。

（
15
）　

西
澤
、
前
掲
注（
11
）、
二
〇
三
―
二
〇
四
頁
。
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（
16
）　

福
澤
、
前
掲
注（
13
）、
四
三
頁
。

（
17
）　

西
澤
直
子
は
福
澤
の
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
表
し
て
い
る
書
簡
と
し
て
一
八
八
五
年
一
一
月
二
〇
日
付
の
「
塚
本
家
々
法
」
を
挙
げ

て
い
る
。
西
澤
、
前
掲
注（
11
）、
二
〇
六
頁
お
よ
び
西
川
俊
作
・
山
根
秋
乃
「
塚
本
定
次　

変
換
期
の
近
江
商
人
」『
近
代
日
本
研
究
』

第
一
二
巻
（
一
九
九
六
年
）
二
六
―
二
七
頁
。

（
18
）　

西
澤
は
相
続
の
問
題
に
福
澤
の
家
族
論
の
曖
昧
模
糊
さ
が
特
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
西
澤
、
前
掲
注（
11
）、
二

〇
三
頁
。

（
19
）　

福
澤
は
「
族
名
」
と
表
現
し
て
い
る
。
福
澤
、
前
掲
注（
13
）、
四
四
頁
。

（
20
）　

前
掲
。

（
21
）　

福
澤
、
前
掲
注（
8
）。

（
22
）　

西
澤
、
前
掲
注（
11
）、
一
八
、
八
二
頁
。

（
23
）　

福
澤
は
「
早
晩
そ
の
実
施
の
日
に
逢
う
は
疑
う
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
福
澤
、
前
掲
注（
13
）、
四
六
頁
。

（
24
）　

阪
井
裕
一
郎
『
事
実
婚
と
夫
婦
別
姓
の
社
会
学
』（
白
澤
社
、
二
〇
二
二
年
）
六
二
頁
。

（
25
）　

鎌
田
明
彦
『
改
訂
版 

夫
婦
創
姓
論
―
―
選
択
制
夫
婦
別
姓
論
に
代
わ
る
も
う
ひ
と
つ
の
提
案
―
―
』（
マ
イ
ブ
ッ
ク
社
、
二
〇
〇
七

年
（
初
版
二
〇
〇
二
年
））
四
頁
。

（
26
）　

鎌
田
明
彦
は
「
ダ
ブ
ル
ネ
ー
ム
」
と
表
現
し
て
い
る
。
前
掲
、
六
頁
。

（
27
）　

前
掲
。

（
28
）　

前
掲
、
六
四
―
六
五
頁
。
鎌
田
同
様
、
成
人
時
の
創
姓
を
提
案
し
て
い
る
識
者
に
、
森
村
進
が
い
る
。
森
村
進
「
自
由
な
創
姓
制
度

を
導
入
せ
よ
」
朝
日
新
聞
（
一
九
九
六
年
六
月
二
四
日
）
四
面

（
29
）　

こ
の
点
、
森
村
は
、
全
国
民
に
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
婚
姻
の
有
無
に
関
係
な
く
、
成
人
し
た
際
に
新
し
く
創
姓
し
名
乗
る
と
い

う
選
択
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、「
家
の
同
一
性
の
象
徴
的
表
現
」
で
あ
る
旧
姓
で
は
な
く
、
よ
り
個
人
を
尊
重
す
る
姓
の
制
度
を
提
案

し
て
い
る
。
前
掲
。

（
30
）　

坂
井
芳
雄
は
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
に
よ
り
「
家
庭
内
で
お
父
さ
ん
子
と
お
母
さ
ん
子
が
出
来
て
は
堪
ら
な
い
。
も
っ
と
発

想
の
転
換
が
出
来
な
い
も
の
か
」
と
批
判
し
て
い
る
。
坂
井
芳
雄
「
新
夫
婦
よ
創
始
姓
は
如
何
」『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
七
九
五
（
一
九
九
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二
年
一
一
月
一
五
日
号
）
四
頁
。

（
31
）　

坂
井
は
「
会
社
と
し
て
は
、
債
務
は
甲
商
号
で
財
産
は
乙
商
号
で
取
得
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
ら
、
そ
の
方
が
有
り
難
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
社
会
が
迷
惑
す
る
の
で
商
号
の
単
一
性
が
要
求
さ
れ
る
」
の
だ
と
い
う
。
前
掲
、
四
―
五
頁
。

（
32
）　

吉
田
、
前
掲
注（
1
）。
前
述
の
よ
う
に
鎌
田
は
「
男
性
優
位
の
社
会
状
況
」
に
お
い
て
夫
婦
別
姓
制
度
を
導
入
す
る
際
に
生
じ
る
リ

ス
ク
を
「
父
子
同
姓
、
母
子
別
姓
」
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
鎌
田
、
前
掲
注（
25
）、
五
四
頁
。

（
33
）　

筆
者
自
身
も
、
幼
少
期
か
ら
大
学
時
代
ま
で
、
祖
父
母
と
伯
父
母
家
族
と
同
じ
住
居
で
育
っ
た
。
日
々
の
食
事
も
家
族
行
事
も
家
族

旅
行
も
、
基
本
的
に
す
べ
て
祖
父
母
と
伯
父
母
家
族
な
ど
複
数
世
帯
と
で
合
同
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
（
少
な
く
と
も
学
生
時
代
ま
で
の
）

家
族
の
定
義
は
、
同
じ
住
居
に
住
ん
で
い
た
全
員
が
「
家
族
」
で
あ
っ
た
。

（
34
）　

増
本
敏
子
も
「
夫
婦
の
一
体
感
を
求
め
理
想
の
核
家
族
を
つ
く
り
た
い
夫
婦
」
に
は
新
姓
ま
た
は
結
合
姓
の
創
設
を
提
唱
し
て
い
る
。

増
本
敏
子
「〝
家
族
〟
の
視
点
か
ら
み
る
夫
婦
の
氏
」
増
本
敏
子
・
久
武
綾
子
・
井
戸
田
博
史
『
氏
と
家
族
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九

九
年
）
六
八
頁
。

（
35
）　

鎌
田
、
前
掲
注（
25
）、
七
三
頁
。

（
36
）　

法
務
省
、
前
掲
注（
6
）。

（
37
）　

森
村
も
、
姓
の
変
更
に
つ
い
て
は
離
婚
と
同
様
、
公
文
書
に
記
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
繁
雑
さ
な
ど
の
混
乱
を
回
避

で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
森
村
、
前
掲
注（
28
）。

（
38
）　

例
え
ば
か
つ
て
香
港
で
行
政
長
官
を
務
め
て
い
た
林
鄭
月
娥
氏
の
場
合
、
林
は
夫
の
姓
、
鄭
は
自
ら
の
旧
姓
で
あ
る
。
最
も
香
港
に

お
い
て
は
林
氏
と
い
う
よ
う
に
、
夫
の
姓
が
結
局
の
と
こ
ろ
夫
婦
の
姓
と
な
る
の
で
、
厳
密
な
意
味
で
は
夫
婦
で
新
た
に
創
姓
を
し
て
新

た
な
家
族
の
姓
と
す
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
加
地
、
前
掲
注（
4
）。

（
39
）　

遠
藤
誉
「
中
国
は
建
国
以
来
「
夫
婦
別
姓
」」（
二
〇
二
四
年
一
一
月
一
日
）

https://new
s.yahoo.co.jp/expert/articles/8c60894e826a77ce9723b9ce4fdef67b8fd12441

（
40
）　

前
掲
。

（
41
）　

前
掲
。

（
42
）　

例
え
ば
米
国
の
ヒ
ラ
リ
ー
・
ロ
ダ
ム
・
ク
リ
ン
ト
ン
（H

illary D
iane Rodham

 Clinton

）
元
国
務
長
官
の
場
合
、
ク
リ
ン
ト
ン
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は
夫
で
あ
る
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
元
大
統
領
と
婚
姻
し
て
か
ら
の
姓
。
ロ
ダ
ム
は
旧
姓
。
米
国
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
、
イ
リ
ノ
イ
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
、
ハ
ワ
イ
州
な
ど
、
ま
た
ド
イ
ツ
や
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど

に
夫
婦
連
結
姓
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。

（
43
）　

岩
竹
美
加
子
「
日
本
の
制
度
は
四
〇
年
遅
れ
…
…
〝
四
つ
の
姓
〟
が
選
べ
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
住
ん
で
分
か
っ
た
「
日
本
の
不
思
議

す
ぎ
る
戸
籍
制
度
」」PRESID

EN
T
 O

nline

（
二
〇
二
三
年
三
月
四
日
）

https://president.jp/articles/-/66996

（
44
）　Iow

a Judicial Branch “N
am

e Change”
https://w

w
w
.iow

acourts.gov/for-the-public/representing-yourself/nam
e-change

（
45
）　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
（
二
〇
二
五
年
五
月
二
八
日
）https://w

w
w
3.nhk.or.jp/new

s/htm
l/20250528/k10014819081000.htm

l

（
46
）　

立
憲
民
主
党
ニ
ュ
ー
ス
（
二
〇
二
五
年
四
月
三
〇
日
）https://cdp-japan.jp/new

s/20250430_9171

（
47
）　

国
民
民
主
党
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
（
二
〇
二
五
年
五
月
二
八
日
）

https://new
-kokum

in.jp/new
s/diet/20250528_4

（
48
）　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
「
維
新　

結
婚
後
も
旧
姓
の
通
称
使
用
可
能
に
す
る
法
案
要
綱
ま
と
め
る
」（
二
〇
二
五
年
四
月
二
二
日
）

https://w
w
w
3.nhk.or.jp/new

s/htm
l/20250422/k10014786221000.htm

l

（
49
）　

公
明
党
ニ
ュ
ー
ス
（
二
〇
二
五
年
二
月
一
二
日
）https://w

w
w
.kom

ei.or.jp/kom
einew

s/p392966/

（
50
）　

二
〇
二
五
年
三
月
に
時
事
通
信
が
全
国
会
議
員
を
対
象
に
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
依
頼
し
た
と
こ

ろ
、
無
回
答
を
含
め
た
全
体
の
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
国
会
議
員
が
同
制
度
の
導
入
に
賛
成
、
さ
ら
に
回
答
し
た
国
会
議
員
の
六
六
パ
ー
セ

ン
ト
が
賛
成
と
回
答
し
た
。

時
事
ド
ッ
ト
コ
ム
ニ
ュ
ー
ス
「【
選
択
的
夫
婦
別
姓
】
国
会
議
員
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
ま
と
め
」（
二
〇
二
五
年
三
月
七
日
）https://

w
w
w
.jiji.com

/jc/tokushu?id= 2025_political_survey_dual_surnam
e_option&

g=pol#goog_rew
arded

（
51
）　

法
務
省
民
事
局
『
家
族
の
法
制
に
関
す
る
世
論
調
査
』（
二
〇
二
一
年
三
月
）https://w

w
w
.m

oj.go.jp/content/001373638.
pdf

（
52
）　

日
本
経
済
団
体
連
合
会
『
選
択
肢
の
あ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
』（
二
〇
二
四
年
六
月
一
八
日
）
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https://w
w
w
.keidanren.or.jp/policy/2024/044_honbun.htm

l
（
53
）　

奥
原
慎
平
「
夫
婦
別
姓
、
経
団
連
幹
部
が
釈
明
」
産
経
新
聞
（
二
〇
二
五
年
四
月
三
日
）https://w

w
w
.sankei.com

/
article/ 20250403-5P5R77T

T
Y
V
D
Y
X
C5LFD

25Y
IX

C3Y
/

（
54
）　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
「〝
夫
婦
同
姓
〟
定
め
た
民
法 

日
本
政
府
に
改
正
求
め
る
勧
告 

国
連
委
員
会
」（
二
〇
二
四
年
一
〇
月
三
〇
日
）

https://w
w
w
3.nhk.or.jp/new

s/htm
l/20241030/k10014623351000.htm

l

（
55
）　

鎌
田
は
こ
の
よ
う
な
思
考
を
、
夫
婦
別
姓
論
者
に
よ
る
「
強
烈
な
思
い
込
み
」
と
批
判
し
て
い
る
。
鎌
田
、
前
掲
注（
25
）、
八
頁
。

（
56
）　

前
掲
、
九
頁
。

（
57
）　

社
会
民
主
党
に
よ
る
夫
婦
同
姓
に
対
す
る
批
判
の
主
張
に
お
い
て
も
、「
そ
も
そ
も
「
絆
」
だ
と
か
「
一
体
感
」
と
い
う
抽
象
的
な

も
の
を
国
が
人
々
に
押
し
つ
け
、
制
度
で
縛
る
こ
と
に
危
う
さ
が
あ
る
。」
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
姓
を
（
同
じ
く
社
会
民
主
党
員
で

あ
る
と
公
言
し
た
）
鎌
田
明
彦
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
ペ
ア
ー
ル
ッ
ク
」
の
強
制
で
あ
る
と
勘
違
い
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
批
判
で
あ
り
、

的
外
れ
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
社
会
民
主
党
「
主
張
」『
社
会
新
報
』
二
〇
二
一
年
三
月
二
四
日
号
お
よ
び
前
掲
、
一
〇
頁
。

（
58
）　

阪
井
裕
一
郎
は
夫
婦
別
姓
論
と
男
女
平
等
の
要
求
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
誤
解
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
阪
井
、
前
掲
注（
24
）、

七
二
―
七
九
頁
。

（
59
）　

三
輪
田
元
直
は
こ
の
よ
う
な
福
澤
の
側
面
を
「
実
際
家
」、
西
澤
直
子
は
「
現
実
性
」
と
評
し
て
い
る
。
三
輪
田
元
道
・
東
亜
協
会

編
『
女
大
学
の
研
究
』（
弘
道
館
、
一
九
一
〇
年
）
お
よ
び
西
澤
、
前
掲
注（
9
）。

（
60
）　

福
澤
、
前
掲
注（
13
）、
四
七
頁
。
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Ｈ
Ｋ
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〇
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一
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書
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四
年
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坂
井
芳
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「
新
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創
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姓
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何
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判
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イ
ム
ズ
』
七
九
五
（
一
九
九
二
年
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一
月
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五
日
号
）

時
事
ド
ッ
ト
コ
ム
ニ
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ー
ス
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選
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的
夫
婦
別
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国
会
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員
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
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〇
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号
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男
女
共
同
参
画
局 『
夫
婦
の
姓
（
名
字
・
氏
）
に
関
す
る
デ
ー
タ
』https://w

w
w
.gender.go.jp/research/fufusei/index.htm

l
中
村
敏
子
「
歴
史
的
文
脈
に
お
け
る
福
沢
諭
吉
の
家
族
論
の
意
味
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
四
三
（
二
）
三
四
七
―
三
七
五
頁

西
川
俊
作
・
山
根
秋
乃
「
塚
本
定
次　

変
換
期
の
近
江
商
人
」『
近
代
日
本
研
究
』
第
一
二
巻
（
一
九
九
六
年
）

西
澤
直
子
「
書
簡
に
み
る
福
沢
諭
吉
の
「
家
」
意
識
と
近
代
化
構
想
」
犬
塚
孝
明
編
『
明
治
国
家
の
政
策
と
思
想
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
五
年
）

西
澤
直
子
『
福
澤
諭
吉
と
女
性
』（
慶
應
義
塾
大
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出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）

西
澤
直
子
『
福
澤
諭
吉
と
フ
リ
ー
ラ
ヴ
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

日
本
経
済
団
体
連
合
会
『
選
択
肢
の
あ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
』（
二
〇
二
四
年
六
月
一
八
日
）https://w

w
w
.keidanren.or.jp/
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l

福
澤
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福
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、
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〇
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澤
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澤
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大
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、
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〇
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〇
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」
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憲
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